
倉吉市防犯街灯設置補助金交付要綱 
 
（趣旨） 

第１条　この要綱は、倉吉市補助金等交付規則（平成12年倉吉市規則第29号。以下｢規則｣という。）第

４条及び星空に優しい安全なまちづくりＬＥＤ防犯街灯設置等促進事業補助金交付要綱（平成30年6

月21日施行）の規定に基づき、倉吉市防犯街灯設置補助金（以下「補助金」という。）の交付につい

て、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付目的） 

第２条　補助金は、防犯街灯を設置する費用の一部を補助することにより、夜間における地域住民の

安全を確保することを目的として交付する。 

（補助対象事業） 

第３条　補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、自治公民館が行うＬＥＤ防犯

街灯の新設若しくはＬＥＤ防犯街灯への切替え（既設の防犯街灯で照明器具がＬＥＤ以外によるの

ものをＬＥＤによるものに切り替えることをいう。以下同じ。）又はＬＥＤ防犯街灯の交換（既設の

ＬＥＤ防犯街灯が経年劣化等により故障した場合の、当該故障からＬＥＤ防犯街灯を復旧させるた

めの器具の交換をいう。以下同じ。）とする。 
（補助対象経費） 

第４条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、ＬＥＤ防犯街灯の新設

若しくはＬＥＤ防犯街灯への切替え又はＬＥＤ防犯街灯の交換の工事に要した費用とする。 

（補助金の額） 

第５条　補助金は、防犯街灯１基につき、32,000円を限度額として、補助対象経費に３分の２を乗じ

て得た額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）を予算の範囲内で交付す

る。 
（交付申請） 

第６条　規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第１号による

ものとする。 

２　規則第５条第３号の市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。 

(１)　防犯街灯設置場所見取図及び現況写真 

(２)　施行見積書の写し 

（交付決定の時期等） 

第７条　補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。 

２　補助金の交付決定通知は、様式第２号によるものとする。 

（交付の条件） 

第８条　補助金の交付を受けて新設し、切り替え、又は交換したＬＥＤ防犯街灯の維持管理は、ＬＥ

Ｄ防犯街灯の交換に要する費用について補助金の交付を受ける場合を除き、当該補助金の交付を受

けた自治公民館が負担するものとする。 

（承認を要しない変更） 

第９条　規則第12条第１項の市長が別に指定する変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 

(１)　補助対象経費の増額を伴う変更 

(２)　補助事業の中止又は廃止に係る変更 



（実績報告の時期等） 

第10条　規則第17条第１項の規定による報告は、補助対象事業が完了した日から起算して14日を経過

する日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の４月15日のいずれか早い日まで

に行わなければならない。 

２　規則第17条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第３

号によるものとする。 

３　規則第17条第２項の市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。 

(１)　工事完了後の写真 

(２)　工事費請求書の写し 

（その他） 

第11条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附　則 

この要綱は、平成12年４月１日から施行する。 

附　則 
この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

附　則 
この要綱は、平成23年７月１日から施行する。 

附　則 

この要綱は、平成24年４月20日から施行する。 

附　則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附　則 

この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 



様式第１号（第６条関係） 
 

 
（１）　事業計画書 
 

 
 
 
（２）　収支予算書 

（単位：円） 

 

 
補助対象事業 事　業　予　定　期　間 事　業　の　内　容

 

　　　年　　月　　日から 
 

　　　年　　月　　日まで

 
収　　　　　入 支　　　　　出

 
市 補 助 金

 
公 民 館 会 計

 

 

 
計 計



様式第２号（第７条関係） 

第 号 

　　年　　月　　日 

自治公民館 

　館長　　　　　　　　様 

 

 

倉吉市長　　　　　□印  

 

 

倉吉市防犯街灯設置補助金交付決定通知書 

 

 

　　　年　月　日付けで申請のあった倉吉市防犯街灯設置補助金の交付については、倉吉市補助金等

交付規則第６条第１項の規定により、次のとおり決定しましたので、同規則第８条第１項の規定によ

り通知します。 

 

記 

 

 

１　補助金の対象となる事業の内容 

補助金交付申請書に記載のとおり 

 

２　補助事業に要する経費　　　　　　　　円 

 

３　補 助 金 の 額　　　　　　　　円 

 

４　交 付 条 件　 

(１)　設置後は、地元管理とする。　 



様式第３号（第10条関係） 

 

１　事　業　報　告　書 
 

 
 
２　収　支　決　算　書 
 
　（１）収　　入 

（単位：円） 

 
 
 
　（２）支　　出 

（単位：円） 

 
防犯街灯設置事業の実績

 

 
防犯街灯設置事業実施期間

　　　年　　月　　日　から 
　　　年　　月　　日　まで

 

補助対象事業

予　　算　　額 精　　算　　額 差引 
 

増減
 

補助 その他 計 補助 その他 計

 

 
補助対象事業 予算額 精算額 差引 精算額の内訳 摘　要

 


